
広島市規則第３５号

令和８年３月２７日

広島市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市火災予防規則の一部を改正する規則

広島市火災予防規則（昭和３７年広島市規則第４６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「及び」を「（法第３章（第１１条の５第４項（法第１２条第

３項、第１２条の２第３項、第１２条の３第２項、第１３条の２４第２項、

第１４条の２第５項、第１６条の３第６項及び第１６条の６第２項におい

て準用する場合を含む。）、第１６条の３の２第３項及び第１６条の５第

３項を除く。）を除く。第３条において同じ。）及び」に改める。

第３条ただし書を削る。

第１２条第３項中「申請書を提出しなければ」を「立会しなければ」に

改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規

定は、公布の日から施行する。


